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換
地
計
画
の
認
可
お
り
る 

― 
 

平
成
23
年
8
月
26
日
に
埼
玉
県
知
事
か
ら
蓮
田
都
市
計
画
事
業
馬
込
下
蓮
田

土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
の
認
可
が
お
り
、
権
利
者
の
皆
様
に
換
地
処
分

通
知
（
8
月
30
日
付
）
を
お
送
り
致
し
ま
し
た
。
今
後
、
こ
の
換
地
処
分
通
知

が
す
べ
て
の
権
利
者
の
皆
様
に
届
き
ま
す
と
、
埼
玉
県
知
事
が
換
地
処
分
の
公
告

（
平
成
24
年
1
月
6
日
予
定
）
を
行
い
ま
す
。 

こ
の
換
地
処
分
の
公
告
（
区
画
整
理
事
業
完
了
）
が
行
な
わ
れ
ま
す
と
、
認
可

さ
れ
た
換
地
計
画
に
基
づ
き
、
公
告
の
日
の
翌
日
に
従
前
の
土
地
の
権
利
が
換
地

に
移
行
し
換
地
の
権
利
が
確
定
す
る
と
同
時
に
清
算
金
の
額
も
確
定
し
ま
す
。 

ま
た
、
こ
の
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
、
土
地
・
建
物
の
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
町
名
・
地
番
・
地
目
・
地
積
を
新
し
い
町
名
・
地
番
・
地
目
・
地
積
に
書

き
換
え
が
始
ま
り
、
お
お
よ
そ
３
～
４
ヶ
月
間
、
書
き
換
え
の
た
め
施
行
地
区
内

の
土
地
・
建
物
の
一
般
の
登
記
申
請
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。 

な
お
、
今
後
の
手
続
き
等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
随
時
、
た
よ
り
・
通
知
・

広
報
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

事
業
完
了
に
向
け
て
引
き
続
き
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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発
行
日 

平
成
23
年
9
月
26
日 

 

※ 換地処分の公告の日までに相続・売買等により土地の権利変動があった時
は、「所有権移転届出書」を区画整理課まで提出願います。 

今後のスケジュール（予定）

24年度23年度

H24
１月
換
地
処
分
の
公
告

５
月

換
地
計
画
説
明
会

実
施
済

10
月

保
留
地
関
係
お
知
ら
せ
発
送

６
月

換
地
計
画
縦
覧

実
施
済

８
月

換
地
計
画
県
認
可

認
可
済

８
月

換
地
処
分
通
知

発
送
済

新
町
名
地
番
等
確
定

１
～
４
月
頃

登
記
閉
鎖
期
間

４
月

清
算
金
決
定
通
知
書
発
送

春
頃

保
留
地
の
所
有
権
移
転
登
記

夏
頃

第
１
回
清
算
金
徴
収

秋
頃

清
算
金
交
付
（
一
括
）
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ご意見・ご質問先 

〒349-0193 蓮田市大字黒浜 2799-1 

蓮田市役所 都市整備部 区画整理課 

℡ 048-768-3111 内線 241.242.243 

 

ご 

案 

内  
★
土
地
・
建
物
の
登
記
簿
の
書
き
換
え
に
つ
い
て         

新
し
い
町
名
・
地
番
・
地
目
・
地
積
（
表
題
部
）
の
書
き
換
え
を
す
る
た

め
の
登
記
の
申
請
は
市
が
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
所
有
権
に
関
す
る
事
項
及

び
所
有
権
以
外
の
権
利
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
ま
し
て
は
従
前
の
ま
ま
で
す
。 

ま
た
、
複
数
の
従
前
の
土
地
が
、
整
理
後
ひ
と
つ
の
土
地
に
合
併
さ
れ
た

場
合
を
除
き
、
新
た
な
土
地
の
「
登
記
識
別
情
報
（
い
わ
ゆ
る
権
利
証
）
」
は

発
行
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
現
在
、
お
持
ち
の
権
利
証
と
換
地
処
分
通
知
の
両

方
を
一
緒
に
し
て
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
下
さ
い
。 

★
清
算
金
の
徴
収
・
交
付
に
つ
い
て 

［
交
付
清
算
金
］ 

第
一
回
の
清
算
金
徴
収
後
に
、
一
括
し
て
市
か
ら
交
付
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
な
お
、
交
付
清
算
金
は
、
譲
渡
所
得
と
な
り
課
税
の
対
象
と
な
り
ま

す
が
、
租
税
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
り
５
０
０
０
万
円
ま
で
の
特
別
控
除

の
適
用
が
あ
り
ま
す
。
手
続
き
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
「
公
共
事
業
用
資
産

の
買
取
り
等
の
証
明
書
」
を
発
行
し
ま
す
の
で
こ
の
証
明
書
を
添
付
し
て
所

得
の
確
定
申
告
を
し
て
下
さ
い
。 

［
徴
収
清
算
金
］ 

徴
収
清
算
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
括
で
納
付
す
る
方
法
と
、
申
出
に
よ

り
そ
の
清
算
金
額
に
よ
っ
て
、
原
則
５
年
以
内
で
分
割
納
付
す
る
方
法
が
あ 

り
ま
す
。
た
だ
し
、
分
割
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
残
高
に
対
し
て
換
地 

処
分
の
公
告
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
法
に
よ
る

利
率
で
利
子
が
つ
き
ま
す
。
な
お
、
分
割
納
付
の
申
出
等
の
詳
細
に
つ
き  

ま
し
て
は
、
あ
ら
た
め
て
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
の
で
ご
相
談
下
さ
い
。 

★
保
留
地
の
所
有
権
移
転
登
記
に
つ
い
て 

皆
様
に
購
入
し
て
い
た
だ
い
た
保
留
地
は
、
一
旦
、
施
行
者
（
蓮
田

市
）
名
義
で
所
有
権
保
存
登
記
を
行
い
、
そ
の
後
、
売
買
契
約
に
基
づ

い
て
買
主
の
皆
様
の
名
義
に
変
え
る
所
有
権
移
転
登
記
を
市
が
行
い
ま

す
。
こ
の
際
、
皆
様
に
は
住
民
票
の
取
得
及
び
こ
の
登
記
に
必
要
な
登

録
免
許
税
の
ご
負
担
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

★
住
所
変
更
等
の
手
続
き
に
つ
い
て 

換
地
処
分
の
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
新
し
い
住
所 

 
 

に
変
わ
り
ま
す
と
、
区
画
整
理
地
区
内
に
居
住
さ
れ 

て
い
る
方
及
び
事
務
所
が
あ
る
法
人
・
会
社
等
に
つ 

き
ま
し
て
は
、
住
所
や
所
在
地
の
書
き
換
え
が
必
要 

と
な
る
も
の
が
あ
り
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が 

ご
承
知
下
さ
い
。 

な
お
、
住
所
変
更
等
手
続
き
の
詳
細
に
つ
き
ま
し 

て
は
、
平
成
23
年
11
月
頃
に
市
民
課
よ
り
お
知
ら
せ 

す
る
予
定
で
す
。 


